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表紙写真：有用広葉樹が残る天然林（十勝管理区）



は じ め に

道民共通の財産である道有林は、豊かな森林資源を背景に木材の生産等を通じて産業の振興

や経済の活性化、雇用の確保、道及び市町村の財政等に寄与するとともに、水源のかん養や国

土の保全など、森林の持つ公益的機能を発揮しながら、長年にわたって地域の振興や道民生活

の向上などに貢献してきました。

こうした中、近年、道有林におけるトドマツを中心とした約１３万ヘクタールの人工林が利用期を

迎えつつあり、昭和３０年代の積極的な拡大造林やその後の造林の停滞により、齢級構成に著し

い偏りが生じていることなどから、人工林の世代交代を早急に進め、バランスのとれた健全で活

力のある森林に誘導していく必要があります。

このため、平成２8年度に道有林基本計画を見直し、新たな計画では、森林の公益的機能の維

持増進を図るという基本的な考えの下、人工林の主伐・再造林を積極的に進め、適切な施業を

通じて生産される木材の供給量を拡大するなど、「植えて育てて、伐って使って、また植える」と

いう森林資源の循環利用に率先して取り組み、森林の多面的機能を持続的に発揮する森林づくり

を推進することとしています。

また、平成２８年度は、道有林が本道に創設されてから、ちょうど１１０周年の節目に当たります。

道では、昭和３１年の「道有林五十年誌」の発刊以来１０年ごとに、道有林野の整備及び管理に

関する事業（以下「道有林野事業」という。）の「最近１０年のあゆみ」を、６０年誌、７０年誌、

８０年誌、９０年誌として発刊してきたほか、平成１８年には記念すべき１００年誌が「道有林百年の

歩み」として社団法人北海道造林協会から発行されたところです。

この度、発刊する記念誌は、道民に身近な道有林を目指すため、これまでの記念誌の構成を

見直し、写真・図表の多用や道有林の見どころを紹介するなど、道民の皆様にとってわかりやす

く親しみやすい内容にするとともに、道有林野事業の最近１０年のあゆみについても、統計資料とし

て使えるよう配慮しています。

本誌が、道民の皆様に道有林を知っていただくための一助となれば幸いです。

平成２９年３月

北海道水産林務部長 小野寺 勝広
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